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【事務連絡者氏名】 財務経理部長　丸山　哲也

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債  3,000,000,000円

第39回新株予約権 9,776,000円
 

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額の合計額を合算した金額

 953,368,000円
 

(注)　行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額

に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算

した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使

期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権

を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約

権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は

減少します。

 
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権付社債（第３回無担保転換社債型新株予約権付社債）】
 

銘柄 シンバイオ製薬株式会社第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

記名・無記名の別 無記名式とし、新株予約権付社債券は発行しない。

券面総額又は振替社債の総額（円） 金3,000,000,000円

各社債の金額（円） 金75,000,000円の１種

発行価額の総額（円） 金3,000,000,000円

発行価格（円） 額面100円につき金100円

利率（％） 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし。

利息支払の方法 該当事項なし。

償還期限 平成31年４月22日

償還の方法 １　償還金額
本社債の元金は、平成31年４月22日（以下、「償還期限」）に、未償
還の本社債の全部を額面100円につき金100円で償還する。

２　本社債の繰上償還
(1) 当社は、平成28年４月23日以降、平成31年４月19日までの期間、そ

の選択により、本新株予約権付社債の社債権者（以下、「本社債権
者」）に対して、償還すべき日（償還期限より前の日とする。）の
１ヶ月以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に
記載の割合を残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金
額に乗じた金額で繰上償還することができる。
平成28年４月23日から平成29年４月22日までの期間：100.5％
平成29年４月23日から平成30年４月22日までの期間：101.0％
平成30年４月23日から平成31年４月19日までの期間：101.5％

(2) 本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、平成30年４月22日ま
での期間、その選択により、償還すべき日の15営業日前までに事前
通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権
付社債の全部又は一部の額面金額に110.0％の割合を乗じた金額で繰
上償還することを、当社に請求する権利を有する。

(3) 本項に基づき本新株予約権付社債を償還すべき日が銀行休業日に当
たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

３　償還元金の支払場所
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　四谷支店

募集の方法 第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。
ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合
3,000,000,000円

申込証拠金（円） 該当事項なし。

申込期間 平成28年４月22日

申込取扱場所
シンバイオ製薬株式会社　法務部
東京都港区虎ノ門三丁目２番２号

払込期日 平成28年４月22日

振替機関 該当事項なし。
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担保
 

本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また、本新
株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約
（担保提供制限）

１　当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行
後に当社が今後国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担
保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本新株予約権付
社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。なお、転換
社債型新株予約権付社債とは、会社法第２条第22号に定められた新株
予約権付社債であって、会社法第236条第１項第３号の規定に基づき、
当該新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の
目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。

２　本欄第１項に基づき担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記
その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41
条第４項の規定に準じて公告する。

財務上の特約
（その他の条項）

本新株予約権付社債には担保切換条項等その他一切の財務上の特約は付さ
れていない。

 

(注) １　新規発行新株予約権付社債（第３回無担保転換社債型新株予約権付社債）に関して、当該新株予約権付社債

を以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債

型新株予約権」という。

２　社債管理者の不設置

本新株予約権付社債は、会社法第702条ただし書及び会社法施行規則第169条の要件を満たすものであり、社

債管理者は設置されない。

３　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。当社は、本社債について期限の利益を喪

失した場合、本社債権者に対し直ちにその旨を公告する。

(1) 当社が、いずれかの本社債につき、別記「財務上の特約（担保提供制限）」又は「償還の方法」欄第１項

及び第２項の規定に違背し、30日以内にその履行をすることができないとき。

(2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をすること

ができないとき。

(3) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の

借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにも拘わらず、その履行をするこ

とができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換算後）が１億円を超えない場合はこの限りではな

い。

(4) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし、又は

取締役会において解散（新設合併若しくは吸収合併の場合で、本新株予約権付社債に関する義務が新会社

若しくは存続会社へ承継され、本社債権者の利益を害さないと認められる場合を除く。）の決議を行った

とき。

(5) 当社が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定若しくは会社更生手続開始決定又は特別清算開始の命

令を受けたとき。

(6) 当社の事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押若しくは仮処分がなされたとき、競売（公売を含

む。）の申立てがあったとき若しくは滞納処分としての差押えがあったとき、又はその他の事由により当

社の信用を著しく害する事実が生じたとき。

４　本社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債権者に対して公告する場合は、当社の定款所定の方法によりこれを公告する。但し、法令に別段の定

めがある場合を除き、公告の掲載に代えて各本社債権者に対し直接書面により通知する方法によることがで

きる。

５　社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも３週間前までに本社債の

社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の発行価額の総額（償還済みの額を除く。）の10分の１以上を保有する本社債権者は、会議の目的

たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本社債の社債権者集会の招集を請求すること

ができる。

６　取得格付

格付は取得していない。
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(新株予約権付社債に関する事項）

 
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

（完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
なる株式である。なお、単元株式数は100株である。）

新株予約権の目的となる株式の数 14,218,009株
本転換社債型新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し
又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式
の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）する数は、行使請求
に係る本転換社債型新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を別記「新
株予約権の行使時の払込金額」欄第２項記載の転換価額（同欄第３項第(1)
号乃至第(5)号に基づき調整された場合は調整後の転換価額）で除した最大
整数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金に
よる調整は行わない。

新株予約権の行使時の払込金額 １　各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本
転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込
金額と同額とする。

２　各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社の普通株式の数
を算定するに当たり用いられる１株当たりの額（以下「転換価額」と
いう。）は、金211円とする。

３　転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由

により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じ
る可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」
という。）をもって転換価額を調整する。

 

     
既発行
株式数

 
＋

交付
株式数

×
１株当たりの
払込金額

調整後　
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の

転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株

式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する
場合（但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式
若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
のを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの
を含む。）、その他証券若しくは権利の転換、交換又は行使によ
る場合を除く。）
調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら
れたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。）の翌日
以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける
権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを
適用する。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当
社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当
社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用す
る。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
その日の翌日以降これを適用する。

 

EDINET提出書類

シンバイオ製薬株式会社(E24682)

有価証券届出書（参照方式）

 4/26



 

 

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証
券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株
予約権付社債を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は
権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条
件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものと
みなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得
請求権付株式等の払込期日（新株予約権が無償にて発行される場
合は割当日）の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある
場合はその日（基準日を定めない場合には効力発生日）の翌日以
降これを適用する。上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対し
て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ
れた時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対
価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該
対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも
のとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④　本号①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効
力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機
関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該
承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合
において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に本転換社債型新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、
次の算出方法により当社普通株式を交付する。

 

 
 

株式数

 
 
＝

（調整前
　転換価額

－
調整後
転換価額)

×
調整前転換価額に
より当該期間内に
交付された株式数

調整後転換価額
 

 
この場合、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな
い。なお、株式の交付については、後記(注)４を準用する。

(3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換
価額との差額が１円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを
行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生
し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換
価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用す
る。

(4) ①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

②　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて
適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社
東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における
当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日
数を除く。気配値表示を含む。）とする。この場合、平均値の
計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五
入する。

③　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、か
かる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する
日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該
日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

(5) 本項第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
る場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必
要な転換価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第１項に定めら
れた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又
は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる
事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
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③　当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのため
に転換価額の調整を必要とするとき。

④　転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により転換価額の調整を行うときには、当
社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換
価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当
該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。但し、適用開始
日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始
日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

金3,000,000,000円

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発
行価格は、行使に係る本社債の払込金額の総額を、別記「新株予約権
の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
及び資本準備金
本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の定めるところに従って算
出された資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円
未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とする。ま
た、本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加
する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じて得た額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年４月23日から平成31年４月19日までとする。但し、①当社の選択
による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日まで、
②期限の利益喪失の場合には、期限の利益の喪失時まで、③本社債権者の
選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日ま
でとする。上記いずれの場合も、平成31年４月20日以後に本転換社債型新
株予約権を行使することはできない。なお、本欄の定めるところにより本
転換社債型新株予約権を行使することができる期間を、本「１　新規発行
新株予約権付社債（第３回無担保転換社債型新株予約権付社債）」におい
て行使可能期間という。

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求の受付場所
シンバイオ製薬株式会社　法務部
東京都港区虎ノ門三丁目２番２号

２　新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項なし。

３　新株予約権の行使請求の払込取扱場所
該当事項なし。

新株予約権の行使の条件 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

取得の事由及び取得の条件は定めない。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めに
より、本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡すること
はできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項
本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社
債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額
とする

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

該当事項なし。
 

(注) １　本社債に付する新株予約権の数

各本社債に付する本転換社債型新株予約権の数は１個とし、合計40個の本転換社債型新株予約権を発行す

る。

２　本転換社債型新株予約権の行使請求の方法

本転換社債型新株予約権を行使請求しようとする本社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求しよ

うとする本転換社債型新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記

名捺印した上、行使可能期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第

１項記載の行使請求受付場所（以下、本「１　新規発行新株予約権付社債（第３回無担保転換社債型新株予

約権付社債）」において、「行使請求受付場所」という。）に提出しなければならない。

３　本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生日時期

行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日に発生する。
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４　株式の交付方法

当社は、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130

条第１項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該本転

換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

５　本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本転換社債型新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡は

できず、かつ本転換社債型新株予約権の行使に際して当該本転換社債型新株予約権に係る本社債が出資さ

れ、本社債と本転換社債型新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権付社債に

係る要項及び割当予定先との間で締結する予定の契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデ

ルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として独立した第三者機関の評価報告書の新株予約権に関

する評価結果及び本社債の利率、繰上償還、発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価

値を勘案して、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。

６　本転換社債型新株予約権の行使指示

当社は、下記７(1)記載の条件に従い、何度でも本転換社債型新株予約権の行使を指示することが可能であ

り、転換が行われた場合は、将来の償還金額が減少するとともに、負債が削減され、自己資本の強化が可能

になります。

７　当社は、割当予定先の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズとの間で本有価証券届出書提出

日と同日に投資契約書（以下、「本投資契約」という。）を締結する予定であり、本投資契約には本転換社

債型新株予約権の行使指示に関する下記の条項が含まれます。

(1) 当社は、払込期日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から２営業日前までの期間

いつでも、割当予定先に対して、行使請求日以前に、(i)当社がその事業（研究開発、使用許諾、販売、

仕入、製造を含み、これらに限定されない。）に関する拘束力のある業務提携契約書又はこれと同等の内

容の書面（秘密保持契約、又はこれに類似するものは除く。）（以下、「業務提携契約等」という。）を

株式会社ウィズ・パートナーズが事前に同意した第三者との間で締結した場合であって、かつ、(ii)業務

提携契約等上の義務として当社が行う事業に関し、当社が10億円以上の資金を必要とする場合に限り、本

転換社債型新株予約権の行使を書面による通知をもって指示することができます。割当予定先は、かかる

指示のあった日から２営業日以内に行使を行います。但し、本７(1)に基づき当社が行使を指示すること

のできる本転換社債型新株予約権の個数は、累積で13個（元本総額9.75億円、新株予約権の目的となる株

式4,620,853株分）を上限とします。（本７(2)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権

の個数は、本７(1)の規定に基づいて行使指示できる本転換社債型新株予約権の個数の上限に含みませ

ん。）

なお、当社が割当予定先に対して、本７(1)(2)に基づく本転換社債型新株予約権の行使の指示により行使

を請求した日から５営業日以内、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は第39回新株予約権の行使を請

求した日から５営業日以内及び割当予定先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイ

ダー情報を持っている期間は、本転換社債型新株予約権の行使の指示をできないものします。

(2) 当社は、平成30年４月22日以降、本転換社債型新株予約権の行使可能期間の最終営業日から２営業日前ま

での期間いつでも、次の場合には割当予定先に対して、本投資契約に定める条項に従い、本転換社債型新

株予約権の行使を指示することができます。割当予定先は、かかる指示のあった日（以下、「行使指示

日」という。）から２営業日以内に行使を行います。

① 行使指示日を含めた10連続取引日（終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた10取

引日。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の150％を超過した場合、

割当予定先に対して、累計（本７(1)に規定する本転換社債型新株予約権を除く）で本転換社債型新株予

約権の10個（元本総額7.5億円、新株予約権の目的となる株式3,554,502株分）を上限として本転換社債

型新株予約権の行使を指示することができます。

② 行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が転換価額の200％を超

過した場合、割当予定先に対して、前記①に従う本転換社債型新株予約権の行使を含め、累計（本７(1)

に規定する本転換社債型新株予約権を除く）で本転換社債型新株予約権の20個（元本総額15億円、新株

予約権の目的となる株式7,109,004株分）を上限として本転換社債型新株予約権の行使を指示することが

できます。

ただし、いずれの場合においても当該行使指示日において行使を指示できる本転換社債型新株予約権

は、当該期間の１日平均出来高の20％を上限とします。

なお、当社が割当予定先に対して、本(1)(2)に基づく本転換社債型新株予約権の行使の指示により行使

を請求した日から５営業日以内、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は第39回新株予約権の行使を

請求した日から５営業日以内及び割当予定先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のイン

サイダー情報を持っている期間は、本転換社債型新株予約権の行使の指示をできないものとします。
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(3) 割当予定先は、以下①乃至⑤のいずれかの場合に限り、払込期日以降、平成30年４月22日まで（当日を含

みます。）の間は、償還すべき日の15営業日前までに当社に対して書面をもって通知することにより、割

当予定先が保有する本社債の全部又は一部を額面金額に110.0％の割合を乗じた金額で繰上償還すること

を請求することができます。なお、平成30年４月23日以後、本項は適用されないものとします。

① 当社の組織再編行為

② 当社の事業の全部若しくは重要な一部の譲渡

③ 当社の解散又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続

開始の申立て

④ 当社の普通株式の上場廃止又はその決定

⑤ 当社による本投資契約の重大な違反があった場合、又は軽微な違反について株式会社ウィズ・パート

ナーズから是正を求める通告があり、２週間以内に違反状態が改善されない場合

 

２ 【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

３ 【新規発行新株予約権証券（第39回新株予約権）】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 104個（新株予約権１個につき43,000株）

発行価額の総額 9,776,000円

発行価格 新株予約権１個につき94,000円

申込手数料 該当事項なし。

申込単位 １個

申込期間 平成28年４月22日

申込証拠金 該当事項なし。

申込取扱場所
シンバイオ製薬株式会社　法務部
東京都港区虎ノ門三丁目２番２号

払込期日 平成28年４月22日

割当日 平成28年４月22日

払込取扱場所 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　四谷支店
 

(注) １　第39回新株予約権（以下「本新株予約権という」。）については、平成28年４月６日開催の取締役会におい

て、発行を承認する決議が行われている。

２　申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の「総数引受契約」を

締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」に記載の払込取扱場所に発行価額の総額を払い込むもの

とする。

３　本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権の「総数引

受契約」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととする。

４　本新株予約権の募集は第三者割当の方法により、次の者に割り当てる。

ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合
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(2) 【新株予約権の内容等】

 
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

（完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準と
なる株式である。なお、単元株式数は100株である。）

新株予約権の目的となる株式の数 １　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数
は4,472,000株とする（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数
（以下「交付株式数」という。）は100株とする。）。但し、本欄第２
号及び第３号により、交付株式数が調整される場合には、本新株予約
権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるも
のとする。

２　当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項の規定に従っ
て行使価額（同欄第２項に定義する。）の調整を行う場合には、交付
株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式にお
ける調整前行使価額及び調整後行使価額は、同欄第３項に定める調整
前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
３　調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(5)号による行使価額
の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす
る。

４　交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開
始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並び
にその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始
日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日まで
に上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに
これを行う。

新株予約権の行使時の払込金額 １　各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額
は、行使価額に交付株式数を乗じた額とする。

２　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合におけ
る株式１株当たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」とい
う。）は、金211円とする。但し、行使価額は第３項の規定に従って調
整されるものとする。

３　行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由によ

り当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可
能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい
う。）をもって行使価額を調整する。

 

     
既発行
株式数

 
＋

交付
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋交付株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の

行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株

式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する
場合（但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式
若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたも
のを含む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの
を含む。）、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使に
よる場合を除く。）
調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら
れたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。）の翌日
以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける
権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを
適用する。
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 ②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当
社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当
社普通株式の無償割当て効力発生日の翌日以降、これを適用す
る。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
その日の翌日以降これを適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証
券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株
予約権付社債を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は
権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条
件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものと
みなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得
請求権付株式等の払込期日（新株予約権が無償にて発行される場
合は割当日）の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある
場合はその日（基準日を定めない場合には効力発生日）の翌日以
降これを適用する。上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対し
て交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行さ
れた時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対
価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該
対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が
交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するも
のとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④　本号①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効
力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機
関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該
承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合
において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
に本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方
法により当社普通株式を交付する。

 

 
 

株式数

 
 
＝

（調整前
　行使価額

－
調整後
行使価額)

×
調整前行使価額に
より当該期間内に
交付された株式数

調整後行使価額
 

 
この場合、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな
い。なお、株式の交付については後記（注）１(3)の規定を準用す
る。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使
価額との差額が１円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを
行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生
し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使
価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用す
る。

(4) ①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて
適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
（終値のない日数を除く。気配値表示を含む。）とする。この
場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数
第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、か
かる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する
日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該
日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
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 (5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
る場合には、当社は、本新株予約権者（本新株予約権を保有する者
をいう。以下、同じ。）と協議の上、その承認を得て、必要な行使
価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第１項に定めら
れた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又
は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる
事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのため
に行使価額の調整を必要とするとき。

④　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由
に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(1)号乃至(5)号により行使価額の調整を行うときには、当社
は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価
額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該
適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開
始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開
始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

金953,368,000円
但し、行使価額が調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期
間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場
合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少す
る。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年４月23日から平成33年４月22日までとする。ただし、別記「自己
新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って本新株予約権が取得さ
れる場合、取得される本新株予約権については、当該取得に係る通知又は
公告で指定する取得日の１週間前までとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求の受付場所
シンバイオ製薬株式会社　法務部

２　新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項なし。

３　新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　四谷支店

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

１　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、
会社法第273条第２項及び第３項の規定に従って２週間前に通知又は公
告をした上で、かかる通知又は公告で指定した取得日に、その時点に
おいて残存する本新株予約権の全部を本新株予約権１個につき払込金
額と同額で取得することができる。

２　当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収
分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交
換契約若しくは株式移転計画が株主総会（株主総会の決議を要しない
場合は、取締役会）で承認されたときは、会社法第273条第２項及び第
３項の規定に従って通知又は公告をした上で、当社取締役会が別途定
める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予
約権１個につき払込金額と同額で取得することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす
る。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 該当事項なし。
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(注) １　本新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名捺印したうえ、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に別記「新株予約権の行使

請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項記載の行使請求受付場所に提出しなければならな

い。

(2) 本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の

行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取

扱場所」欄第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第１項

及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権

の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

２　本新株予約権行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び

払込取扱場所」欄第１項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の

目的とされる金銭の全額が同欄第３項に定める払込取扱場所の口座に入金された日に発生する。

３　新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

3,953,368,000 37,800,000 3,915,568,000
 

(注) １　払込金額の総額は、第３回新株予約権付社債の払込金額の総額3,000,000,000円に第39回新株予約権の発行

価額の総額9,776,000円及び行使に際して払い込むべき金額の合計額943,592,000円を合算した金額でありま

す。なお、第39回新株予約権の行使による払い込みにつきましては、原則として新株予約権者の判断による

ため、第39回新株予約権の行使により調達する差引手取概算額は、新株予約権の行使状況により変更される

場合があります。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士報酬費用5,000,000円、新株予約権等算定評価報酬費用5,000,000円、

反社会的勢力との関連性に関する第三者調査機関報酬費用3,000,000円、登録免許税13,800,000円、その他

の事務費用11,000,000円（有価証券届出書作成、変更登記費用等）の合計です。
　

(2) 【手取金の使途】

 

具体的な使途 金額(百万円) 支出予定期間

・新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品
の開発に係る費用

・新薬候補品の権利取得及び権利取得後の新薬候補品
の開発に係る費用

・SyB P-1501及びSyB C-1101の高リスク骨髄異形成症
候群（MDS）（アザシチジンとの併用）の開発に係る
費用

3,915 平成28年４月～平成30年12月

 

(注) １　新薬候補品とは、未だ市場での販売が承認されていない製品又は化合物であり、当社はこれら新薬開発候補

品の開発・製造・商業化に関する権利を取得し、自社にて臨床試験を中心とした開発を行い、製造販売承認

の取得を目指してまいります。

２　当社は、本日現在において、新薬候補品の権利取得に関して、複数の案件を相手先企業と協議しておりま

す。今回の調達予定額はこれらの新薬候補品の権利取得又は新薬候補品保有企業の買収に係る費用、及び新

薬候補品の権利取得又は新薬候補品保有企業の買収後の臨床試験を中心とした開発費用について現時点での

見積もり額を基に算出しております。なお、今後の協議の結果により、権利取得又は買収に係る費用が当初

想定よりも増減する可能性があります。当初想定よりも増加し今回の調達額で不足が生じた場合は、自己資

金を充当する予定です。

３　当社の既存の開発品であるSyB P-1501及びSyB C-1101の高リスクMDS（アザシチジンとの併用）の開発に係

る費用は、現時点での開発計画を基に算出しております。SyB P-1501については、日本において第Ⅲ相臨床

試験を実施し、平成30年に製造販売承認申請を見込んでおります。SyB C-1101については、日本においてア

ザシチジンとの併用による第Ⅰ相臨床試験を平成29年に終了後、国際共同第Ⅲ相試験への参加を予定してお

ります。

４　手取金の使途は、①新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品の開発に係る費用、②①の交渉が買

収ではなく新薬候補品の権利取得となった場合、その権利取得及び権利取得後の新薬候補品の開発に係る費

用、③①及び②の交渉が成立しなかった場合、SyB P-1501及びSyB C-1101の高リスクMDS（アザシチジンと

の併用）の開発に係る費用、の優先順位で充当する予定です。なお、SyB P-1501及びSyB C-1101の高リスク

MDS（アザシチジンとの併用）の開発については既に臨床試験が進行中であり、①及び②の使途に先行して

充当する可能性があります。

５　調達資金を実際に支出するまでは、当該資金は銀行等の安全な金融機関にて管理いたします。

６　本新株予約権の行使による払込みは、原則として本新株予約権者の判断によるため、本新株予約権の行使に

より支払われる払込金額の総額は、本新株予約権の行使状況により決定されます。そのため、本新株予約権

の行使が進まず、本新株予約権による資金調達が困難になった場合は、別途手段による資金調達の検討を進

めてまいります。

７　具体的な使途及び金額については、今後の状況の変化に応じて変更する可能性があります。最終的に使途が

決定された場合及び使途が変更になった場合には、その旨を適切に開示してまいります。

　
　

第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要

名称 ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合

所在地
東京都港区愛宕二丁目５番１号　
愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階

出資額 15,480,000,000円

組成目的
尊い命を守り、より健やかな生活を実現するために、独創的な科学上の発
見や技術革新あるいは画期的な事業モデルをもとにヘルスケア関連事業を
進める企業に投資をすることを目的として本組合は組成されました。

主たる出資者及び出資比率

38.8％　独立行政法人中小企業基盤整備機構
12.9％　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
　　　　（年金特定信託46626-6030）
　　　　（同社は企業年金基金の受託者です。）
※上記以外に10％以上の出資者はおりません。
なお、本組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズ
は、1.6％を出資しております。　

業務執行組合員又はこれに類する者

名称：株式会社ウィズ・パートナーズ
所在地：東京都港区愛宕二丁目５番１号
　　　　愛宕グリーンヒルズMORIタワー36階
代表者の役職・氏名：代表取締役CEO　安東俊夫
資本金：１億円
事業内容：１．国内外のライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野・

IT（情報通信）分野などを中心とした企業に対する投資・
育成

２．投資事業組合の設立及び投資事業組合財産の管理・運用
３．経営全般に関するコンサルティング
４．第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業

主たる出資者及びその出資比率：
１．9.17％　松村　淳
２．9.15％　東海東京インベストメント株式会社
３．81.68％　その他25名

 

 
ｂ　提出者と割当予定先との間の関係

出資関係
割当予定先の業務執行組合員である株式会社ウィズ・パートナーズの組成
するウィズ・ヘルスケアPE１号投資事業有限責任組合は、平成27年12月31
日現在で、当社株式を57株保有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等の関係 該当事項はありません。
 

 
ｃ　割当予定先の選定理由

当社は、当社の事業モデル、経営方針、資金需要等に理解の深い支援先を割当対象とする、第三者割当による新

株、新株予約権付社債、新株予約権等の発行など、あらゆる資金調達手段を検討してまいりました。

このような状況の中で、当社は、ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合を含む複数の候補先に当社の

成長戦略、財務内容及び資金需要等の説明を行い、当社の現状説明を行いました。その中で、ウィズ・ヘルスケア

日本2.0投資事業有限責任組合から提案をいただいた本新株予約権付社債及び本新株予約権の組み合わせによる手法

が、当社株価や既存株主の利益に十分に配慮しつつ必要資金を確実に調達したいという当社のニーズを充足し得る

資金調達手法であったことから検討を進めてまいりました。
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当社は、本件に至るまで、平成22年に割当予定先の業務執行組合員である株式会社ウィズ・パートナーズが創設

及び運営を行っているシーエスケイブイシー技術革新成長支援ファンド投資事業有限責任組合に対し新株発行によ

る第三者割当増資を、平成25年１月15日に株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員であるウィズ・ヘルス

ケアPE１号投資事業有限責任組合に対し、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第29回新株予約権の発

行による第三者割当増資を、それぞれ実施しております。株式会社ウィズ・パートナーズは、日本におけるバイオ

ベンチャー黎明期から投資をし、また国内外の投資先のIPO、M&A、事業提携等に多くの実績を残してきたことか

ら、その長い経験を基にしたグローバルなネットワークを構築していることを確認しております。また、バイオ・

ヘルスケア分野のプロフェッショナルに加え、企業経営などに精通したメンバーが参加している会社でもあり、こ

れまでの当社への投資実績等からも当社の企業価値向上のためのパイプラインの拡充、さらにはグローバル・スペ

シャリティ・ファーマへの転換という当社の経営方針及び事業内容並びに事業に必要な資金調達に深い理解を示し

ていただいております。特に今回の割当予定先であるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合は、生命及

び健康な生活に資する企業及びライフサイエンスを含む各分野で次世代の産業基盤を構築できると期待される企業

を投資対象として、当該企業の価値向上を主たる目的として組成されており、当社の事業が割当予定先の企図する

投資対象に合致することから投資の提案があったものです。

当社は、今後さらにパイプラインを拡充しグローバル・スペシャリティ・ファーマへと転換するためには、株式

会社ウィズ・パートナーズによる支援が不可欠と考えており、ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合を

割当予定先として選定いたしました。

　

ｄ　割り当てようとする株式の数

割当予定先であるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合に割り当てる本転換社債型新株予約権の目的

となる株式数は14,218,009株、本新株予約権の目的となる株式の総数は4,472,000株（本新株予約権発行数104個、

新株予約権１個につき43,000株）であります。

 
ｅ　株券等の保有方針

当社は、割当予定先であるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合の、本新株予約権付社債及び本新株

予約権、並びに本転換社債型新株予約権及び本新株予約権を行使して取得する普通株式の保有方針については、原

則として当社株式を長期間保有する意思や当社の経営に関与する意思はなく、市場動向、投資家の需要、当社の事

業提携先の意向等を勘案しながら売却するとの方針であることを口頭で確認しています。なお、同社は、当社の事

業遂行、株価動向、市場における取引状況、市場への影響等に十分に配慮しながら、本転換社債型新株予約権及び

本新株予約権を行使及び当社普通株式の売却を行う意向である旨当社へ口頭で表明しています。

また、本件第三者割当に伴い、割当予定先は当社株主より当社普通株式について借株を行い、本新株予約権付社

債の転換及び本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、株価変動リスクをヘッジする目

的で売付けを行う場合があります。ただし、ヘッジ目的の売付けは、関連する割当決議が公表されてから行われる

ことになり、割当予定先がかかる借株を用いて割当の転換価額及び行使価額に影響を与える売付けを行うことはな

い旨口頭にて確認しております。また、割当予定先は、かかるヘッジ目的で行う売付け以外の本件に関わる空売り

を目的として、当社普通株式の借株は行わない旨を口頭にて確認しております。当社としては、かかる借株によ

り、本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使が円滑に進むことが見込まれ、当社の財務体質が改善さ

れ、企業価値が向上するものと考えております。

なお、割当予定先の業務執行組合員である株式会社ウィズ・パートナーズは、当社の新薬候補品の権利取得又は

候補品保有企業の買収を支援する過程において、当社の重要事実を得る機会が生じることから、当該重要事実が公

表されるまでの一定の期間、インサイダー取引規制に服するため、株式市場での売却機会は限定されているものと

当社は考えております。
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ｆ　払込みに要する資金等の状況

割当予定先の払込みに要する財産の存在については、割当予定先の業務執行組合員である株式会社ウィズ・パー

トナーズからウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合は本有価証券届出書提出日現在で預金残高が39.7億

円ある旨の報告を受け、これを預金通帳にて確認しており、当該預金残高より本新株予約権付社債及び本新株予約

権の発行に係る払込みがされる予定である旨の報告を受けております。

また割当予定先は総額154.8億円の資産を運用する予定である旨の報告を受け、本総額のうち本有価証券届出書提

出日現在で払込済み金額が81.4億円であるとの報告を受けております。なお、その残額の73.4億円については、同

組合の組合契約では、その出資の方法がキャピタル・コールによるものとされていることから、本資金調達の発表

後に本新株予約権を行使するために必要な資金を組合契約に従って同組合の各投資家に請求することとなってお

り、当社は当該投資家の名称及びその出資約束金額、並びにかかるキャピタル・コールを含む契約諸条件を「組合

契約書」により確認しており、割当予定先より残額の73.4億円から本新株予約権の行使に係る払込みに充当する予

定である旨報告を受けております。

以上により、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に係る払込金額、及び本新株予約権の行使に係る払込

みに支障はないと判断しております。

 
ｇ　割当予定先の実態

当社は、割当予定先であるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合及びその業務執行組合員である株式

会社ウィズ・パートナーズ並びにその役員が、暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らか

の関係を有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社トクチョー（東京都千代田区神田駿河台三丁

目２番１号新御茶ノ水アーバントリニティ６階、代表取締役社長荒川一枝）に調査を依頼し、確認を行った結果、

反社会的勢力との関係が疑われる旨の該当報告はございませんでした。割当予定先の主たる出資者及び他の出資者

に関して、未上場企業及び個人については、株式会社トクチョーに調査を依頼し、確認を行った結果、反社会的勢

力との関係が疑われる旨の該当報告はございませんでした。独立行政法人中小企業基盤整備機構については、同機

構のホームページに掲載されている「中小企業基盤整備機構『反社会的勢力に対する基本方針』について」におい

て、反社会的勢力との一切の関係を遮断すること等の反社会的勢力排除に向けた基本的方針を定めていることを確

認しました。また、株式会社東京証券取引所に上場する会社については、証券取引所に提出した「コーポレートガ

バナンス報告書」において反社会的勢力との一切の関係を遮断すること等の反社会的勢力排除に向けた基本的方針

を定めていることをホームページにより確認しました。なお、当社は、割当予定先関係者が暴力団等とは一切関係

がないことを確認している旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
２ 【株券等の譲渡制限】

割当予定先が、本新株予約権付社債及び本新株予約権を第三者に譲渡又は担保提供する場合には、当社取締役会の

決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。さらに、割当予定先が本転換社債型新株予約権又は本

新株予約権の行使により交付を受けることになる株式を譲渡又は担保提供する結果、当該譲渡又は担保提供の相手方

が当社の発行済株式総数の５％以上を保有することとなり得る場合には、当社の事前の書面による同意を得なければ

ならない旨を割当予定先と締結する本投資契約において規定しています。
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３ 【発行条件に関する事項】

ａ　発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額につきましては、割当予定先との間での協議を経て、

発行決議日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値211円と同額といたしました。

発行価額の決定につきましては、過去の特定期間における終値平均値にあってはその時々の経済情勢、株式市場を

取り巻く環境、当社の経営・業績動向など様々な要因により株価が形成されていることから、過去１ヶ月平均、３ヶ

月平均、６ヶ月平均といった過去の特定期間の終値平均を参考とするよりも、平成28年３月31日付「平成27年12月期

有価証券報告書」を踏まえて形成されていると考えられる発行決議日の前取引日終値を参考とすることが、当社の株

式価値をより適正に反映していると判断したためであります。参考までに、本新株予約権付社債の転換価額及び本新

株予約権の行使価額は、発行決議日の前取引日を基準とした過去６ヶ月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均株

価205円に対し2.77％のプレミアム、過去３ヶ月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均株価202円に対し4.49％の

プレミアム、また、過去１か月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均株価216円に対し2.53％のディスカウントと

なっております。

当社は、本新株予約権付社債の発行条件及び本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、公正性を期すため、独

立した第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティング（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号、代表取締

役社長野口真人、以下「プルータス・コンサルティング」といいます。）に対して価値算定を依頼しました。

本新株予約権付社債については、株価（取締役会決議日の前取引日の株価）、配当率（０％）、権利行使期間（約

３年間）、無リスク利子率（-0.218％）、株価変動性（74.10％）、発行会社及び割当予定先の行動、その他本新株予

約権付社債の発行要項、発行条件及び本投資契約に定められた諸条件の下、一般的な株式オプション価値算定モデル

であるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しております。

その上で、当社は、本新株予約権付社債の実質的な対価（額面100円当たり100円）とプルータス・コンサルティン

グの算定した公正価値（額面100円当たり約96円67銭）を比較したうえで、本新株予約権付社債の実質的な対価が公正

価値を下回る水準ではなく、本新株予約権付社債の発行が特に有利な条件に該当しないと判断いたしました。

本新株予約権については、株価（取締役会決議日の前取引日の株価）、配当率（０％）、権利行使期間（約５年

間）、無リスク利子率（-0.218％）、株価変動性（74.10％）、発行会社及び割当予定先の行動（当社は基本的には割

当予定先の権利行使を待つが、当社株価が権利行使価額の250％を超過した場合、取得するものとする。割当予定先は

基本的に株価が行使価格を上回っている場合、権利行使を行い、行使された株式については、市場への影響に留意し

て１日当たりの平均売買出来高の約５％を目安に売却をするものとする。）、その他本新株予約権の発行要項、発行

条件及び本投資契約に定められた諸条件の下、一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュ

レーションを用いて公正価値を算定しております。

その上で、当社は、本新株予約権の発行価額は、公正価値と同額の、１個当たりの払込価額を、94,000円としてお

り、適正かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないと判断しました。

また、かかる本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額につきましては日本証券業協会の「第三

者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠しております。

さらに、当社は本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の払込金額の算定については、ベーカー＆マッケ

ンジー法律事務所（外国法共同事業）（東京都港区）（以下「ベーカー＆マッケンジー」といいます。）に対し、そ

の算定方法や前提となる条件設定の合理性についての検証を依頼し、当社と割当予定先の無限責任組合員である株式

会社ウィズ・パートナーズとの投資契約書や有価証券届出書、プルータス・コンサルティングの価値評価報告書、第

三者委員会による本有価証券の割当ての必要性及び相当性に関する意見書など必要な書類を考察し、当社と割当予定

先との間の契約の締結や本有価証券の割当日における発行等が日本国の法令その他に抵触しないかなどを検討し、現

在妥当しうる解釈に照らし、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行が有利発行を含め日本国の法令に抵触しな

い旨の法律意見の表明を受けております。

なお、当社監査役３名（全員が会社法上の社外監査役）からは、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行要項

の内容及び上記のプルータス・コンサルティングの算定結果を踏まえ、下記事項について確認し、本新株予約権付社

債及び本新株予約権の発行条件が割当予定先に特に有利でないと判断した旨の意見表明を受けております。

・本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行について、監査役会として本件第三者割当の担当取締役等による説明

を受け、資金調達の目的、必要性等について聴取し、その結果、取締役の意思決定として経営判断の原則に則り適

正に行われていること。
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・プルータス・コンサルティング及びベーカー＆マッケンジーは企業価値評価実務、発行実務並びにこれらに関連す

る法律・財務問題に関する知識・経験を有し、又当社経営陣から独立していると認められること

・発行条件等については企業価値評価に定評のあるプルータス・コンサルティングに依頼し価値評価を行っており、

同社担当者より評価ロジック、前提となる基礎数値について説明を受け、その妥当性が認められること。

・平成28年４月５日付のプルータス・コンサルティングの評価報告書に記載された公正価値と比較して、本新株予約

権付社債及び本新株予約権のいずれも有利発行に該当しないこと。

・上記の２点から、プルータス・コンサルティングによる価値算定に依拠することに問題がないと考えられること。

・ベーカー＆マッケンジーの平成28年４月６日付意見書を確認し、適法性に問題が無いこと。

 
ｂ　発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

①　本転換社債型新株予約権の行使により新たに発行される予定の当社普通株式数は最大で14,218,009株であり、

転換価額が固定されているため、発行後の交付予定株式数の変動はありません。

②　本新株予約権の行使により新たに発行される予定の当社普通株式数は最大で4,472,000株であり、本新株予約権

については、一定の条件のもと当社の判断により残存している本新株予約権の全部を取得することが可能と

なっており、希薄化を抑制できる仕組みになっております。

③　上記のとおり、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ最大で14,218,009株、

4,472,000株、合計最大で18,690,009株（議決権の数は186,900個）であり、平成27年12月31日現在の発行済株

式総数32,390,923株（総議決権数323,883個）に対して、合計57.70％（議決権比率57.71％）となります。

④　本転換社債型新株予約権及び本新株予約権の行使により発行される株式につき、割当予定先であるウィズ・ヘ

ルスケア日本2.0投資事業有限責任組合は、当社の事業遂行、株価動向、市場における取引状況、市場への影響

等に十分に配慮しながら市場にて売却していく方針であることを口頭で確認しております。また、当社株式の

直近６ヶ月間における１日当たりの平均出来高は715,675株であり、一定の流動性を有しております。一方、本

新株予約権付社債が全て転換され、本転換社債型新株予約権が全て行使された場合の最大交付株式数

18,690,009株を本転換社債型新株予約権の行使期間である３年間（245日／年営業日で計算）にわたって平均的

に行使売却が行われると仮定した場合の１日当たりの売却数量は25,429株となり、上記１日当たりの出来高の

3.55％となるため、株価に与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。

⑤　したがって、当社といたしましては、新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品の開発に係る資金、

又は新薬候補品の権利取得及び権利取得後の新薬候補品の開発に係る資金、並びにSyB P-1501及びSyB C-1101

の高リスク骨髄異形成症候群（MDS）（アザシチジンとの併用）の開発に係る資金を確保することを目的とする

今回の第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の募集の発行数量及び株式の希薄化の規模は合

理的であると判断しております。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

本件第三者割当により発行される本新株予約権付社債の目的となる株式数14,218,009株及び本新株予約権の目的と

なる株式の総数4,472,000株を合わせた18,690,009株に係る割当議決権数は186,900個となり、当社の総議決権数

323,883個（平成27年12月31日）に占める割合が57.71％となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25％以上となる

ことから、「企業内容等の開示に関する内閣府令　第２号様式　記載上の注意（23－６）に規定する大規模な第三者

割当に該当いたします。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総
議決権数に
対する所有
議決権数の
割合(％)

ウィズ・ヘルスケア日本2.0
投資事業有限責任組合

東京都港区愛宕二丁目５番
１号

― ― 18,690,009 36.59

吉田　文紀 東京都港区 3,120,000 9.63 3,120,000 6.11

Cephalon, INC.
セファロン　インク
（常任代理人　テバファー
マスーティカル株式会社）

41 MOORESROAD
FRAZER,PENNSYLVANIA
19355,USA
（東京都港区虎ノ門五丁目
１番５号）

2,589,000 7.99 2,589,000 5.07

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川四丁目
６番10号

833,400 2.57 833,400 1.63

早稲田１号投資事業有限責任
組合

東京都新宿区喜久井町65番
地

684,000 2.11 684,000 1.34

Ｏａｋキャピタル株式会社
東京都港区赤坂八丁目10番
24号

614,566 1.89 614,566 1.20

株式会社SBI証券
東京都港区六本木一丁目６
番１号

386,300 1.19 386,300 0.76

松井証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地

319,200 0.98 319,200 0.62

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目２番10号

314,200 0.97 314,200 0.62

楽天証券株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目
14番１号

240,400 0.74 240,400 0.47

長谷　秀之 東京都日野市 204,200 0.63 204,200 0.40

計 ― 9,305,266 28.73 27,995,275 54.81
 

(注) １　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年12月31日現在の株主名簿をも

とに算出しています。

２　「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成27年12月31日現在の株式数をもとに、第３回

無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権及び第39回新株予約権が全て行使された場合に増

加する株式に係る議決権数を加えて算出しております。

３　ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合の割当後の所有株式数は、第３回無担保転換社債型新株

予約権付社債に付された新株予約権及び第39回新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数を加えた

数を記載しております。

４　上記の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して算出しております。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

(1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由

①　当社の事業概要・事業の特徴・事業モデル

現在、がん・血液・ペインマネジメント領域における希少疾病分野の研究開発の多くは、欧米を中心に、大手

製薬企業よりもむしろ、多くの大学・研究所、バイオベンチャー企業により創薬研究・新薬開発が活発に行わ

れ、海外では既に数々の有用な新薬が医療の現場に提供されています。

一方、これらの分野は開発に高度の専門性が求められ、開発の難度も高く、また大手の製薬企業が事業効率の

面、採算面で手を出しにくいため、日本を初めとするアジア諸国においては手をつけられていない「空白の治療

領域」となっています。

当社は平成17年３月に創業して以来約11年間、新薬の開発が遅れている「空白の治療領域」に特化したスペ

シャリティ・ファーマとして、参入障壁の高い、がん・血液・ペインマネジメント領域に焦点を当てた新薬の開

発に取り組んでまいりました。

当社の開発第１号品である抗がん剤 トレアキシン
®
（開発コード：SyB L-0501、一般名:ベンダムスチン塩酸

塩）については、導入から５年という短期間で製造販売承認を取得し、平成22年12月から国内販売を開始しまし

た。

現在、本剤は、承認を取得した適応症である再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫の領域においては、

既にエッセンシャル・ドラッグ（標準薬）となっておりますが、製品価値最大化を図るため適応症追加の開発を

進め、平成27年12月に初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病

をそれぞれ目標効能とした製造販売承認申請を行いました。再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫につ

いては、第Ⅱ相臨床試験まで終了しています。

平成23年７月に導入した抗がん剤 rigosertib（リゴサチブ：注射剤及び経口剤）については、トレアキシン
®

に続く主力開発品として位置付け、現在、骨髄異形成症候群を対象として開発を進めています。SyB L-1101（注

射剤）については、導入元のオンコノバ社が実施する国際共同第Ⅲ相試験の日本における臨床試験を実施してお

り、SyB C-1101（経口剤）については、アザシチジンとの併用による国内第Ⅰ相臨床試験を実施しております。

平成27年10月には、当社の新たな開発領域であるペインマネジメントにおける新薬候補品として、自己疼痛管

理用医薬品 SyB P-1501を導入しました。SyB P-1501は欧米において既に製造販売承認されており、日本において

も第Ⅰ相臨床試験が終了しています。当社はSyB P-1501の早期の承認を目指し第Ⅲ相臨床試験の準備を進めてい

ます。

さらに、平成28年には、帝京平成大学との間でTTR1ナノアゴニスト分子を用いた革新的な抗がん治療薬の開発

に係る共同研究開発契約を締結しました。本薬剤はがん細胞やがん幹細胞表面に高発現している抗体を標的とし

たTTR1ナノアゴニスト分子を、がん細胞・がん幹細胞と同様に酸素を嫌うビフィズス菌の性質を利用し、がん細

胞・がん幹細胞に直接的に抗がん治療薬を届けることができる画期的な新薬候補として期待できます。当社は、

共同研究開発の進捗に応じ、帝京平成大学から本薬剤の全世界における開発・製造・商業化に関する独占的なラ

イセンスを取得する権利を有しています。

このように、当社は、がん・血液・ペインマネジメントの領域を中心とした事業展開を行い、これらの領域に

おける医薬品及び開発品を複数保有することにより、強固なパイプライン（新薬の開発品群）を構築していま

す。

②　さらなるパイプラインの充実、及び既存パイプライン開発促進のための資金調達

今後、当社が中長期的な成長性を確保し、持続性と成長性、さらには収益性を兼ね備えた製薬企業へ転換する

ためには、既存パイプラインの開発のみならず新たな開発候補品を導入することで、パイプラインを継続的・重

層的に拡大し、また、対象地域についてもアジア圏に留まることなくグローバルを対象とした展開を行うこと

で、さらに企業価値を向上させることが不可欠となります。

当社では独自の探索ネットワークと評価ノウハウを活用し、トレアキシン
®
、rigosertib、SyB P-1501に続く有

望な新薬候補品を導入するため、継続的に新薬候補品の探索・評価を行っておりますが、有望な候補品の導入に

あたっては相手企業との交渉の過程で、候補品のライセンス取得、候補品保有企業の買収などの取引形態が考え

られ、それら取引に応じて契約一時金や買収資金、またその後の開発資金などの大幅な追加資金が必要となりま

す。
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しかしながら、トレアキシン
®
の製品売上による収益のみではこれらの資金を賄うには十分ではありません。そ

のため当社は、平成25年12月に公募増資を実施し、調達した資金を、SyB L-1101（抗がん剤 rigosertib、注射

剤）の再発・難治性の高リスク骨髄異形成症候群の開発に係る費用、及びSyB C-1101（抗がん剤 rigosertib、経

口剤）の高リスク骨髄異形成症候群の開発に係る費用に充当しております。

また、平成26年12月に第三者割当増資を実施し、調達した資金を、SyB P-1501の契約一時金の一部に充当して

おります。

このように、当社の中長期的な企業価値向上を目的として、今後の新薬候補品の導入、又は候補品保有企業の

買収、さらにその後の臨床試験の推進へ柔軟に対応するために、また既存パイプラインのさらなる開発促進を図

るために、今後も追加の資金調達を実施する必要があります。

なお、現在当社は、新薬候補品の導入に関して、複数の案件を相手先企業と協議しております。今回の調達予

定額はこれらの候補品の導入又は候補品保有企業の買収に係る費用、及びその後の開発費用について現時点での

見積もり額を基に算出しております。当該新薬候補品につきましては欧米を含めた全世界での権利取得を予定し

ており、今後当社はグローバルでの開発を推進していくことを想定しております。

このような状況の中で、当社は、あらゆる資金調達の選択肢について、当社の事業モデル、経営方針、資金需

要等に理解の深い支援先からの調達を行うことを検討し、今回、本件第三者割当を実施し、追加資金を調達する

ことを決定しました。

上記のとおり、製品化の確度の高い新薬候補品の導入又は保有企業の買収を実施するには、その取引の初期の

段階で一定程度の資金が必要となります。また、候補品の導入又は保有企業の買収後は、長期間にわたり、継続

的に多額の研究開発資金が必要となります。一方、当社の事業はまだ先行投資段階にあり、当面は研究開発費等

の投下経費が収益を上回る状況が続く見込みであります。従って、金融機関より借入を行うのは極めて難しく、

エクイティ・ファイナンスによる資金に依拠せざるを得ない状況にあります。

そのため、当社の事業や事業戦略を理解し、事業構築を支援していただける新たなエクイティ・ファイナンス

の割当予定先を対象にした第三者割当による株式や新株予約権付社債、新株予約権等の発行などあらゆる資金調

達手段を検討してまいりました。

このような状況の中で、ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合から、本新株予約権付社債及び本新

株予約権を組み合わせた事業資金投資の提案があり、その検討を進めてまいりました。

その結果、製品化の確度の高い新薬候補品の導入又は保有企業の買収を実施し、一日でも早く製造販売承認を

取得して製品化（上市）するという経営目標を達成し、あわせてパイプライン価値や企業価値の最大化を実現し

当社がグローバル・スペシャリティ・ファーマに転換するためには、この時期に安定した資金を調達し、新薬候

補品を導入又は保有企業を買収することが必須であると判断いたしました。下記のとおり他の資金調達方法とも

比較し、本新株予約権付社債及び本新株予約権の組合せが株価への下落圧力を回避し、既存株主の利益に十分配

慮しつつ、必要資金を調達し、企業価値を最大化するという当社のニーズを充足しうる、現時点における最良の

選択肢であると判断しました。
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＜当社パイプラインの現状＞

 

＜他の資金調達方法と比較した場合の特徴＞

①　公募増資あるいは第三者割当の方法による新株式発行の場合には、一度に新株式を発行して資金調達を完了

させることができる反面、１株当たりの利益の希薄化が同時に発生し、転換社債型新株予約権付社債又は新

株予約権の発行と比べて株価への影響が大きくなる可能性が考えられます。一方、本新株予約権付社債及び

本新株予約権を組み合わせた資金調達手法は、当社株式の株価・流動性の動向次第で実際の調達金額が当初

想定されている金額を下回る可能性があるものの、希薄化懸念は相対的に抑制され、株価への影響の軽減が

期待されます。

②　新株予約権のみに限定した資金調達の場合は、発行時に必要な資金を調達できず、株価の動向により当初想

定していた資金調達ができない、又は、実際の調達金額が当初想定されている金額を下回る可能性がありま

す。

③　転換社債型新株予約権付社債だけに限定した資金調達の場合は、新薬候補品の導入又は保有企業の買収後の

開発の進捗に応じて必要な資金調達を行うという柔軟性を十分に確保することが困難になります。

④　間接金融については、先行投資により長期的に赤字である当社の状況から、金融機関から借入れを行うのは

極めて難しい状況にあります。

 

＜当社のニーズに応じ、配慮した点＞

①　株価への影響の軽減

・本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額につきましては、本件第三者割当に係る取締役

会決議日の前営業日（平成28年４月５日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値である211円を基準

に決定いたしました。当該転換価額及び行使価額については、発行後に修正が行われない仕組みとなってい

ます。当該転換価額及び行使価額の決定については、割当予定先と協議した上で、総合的に判断いたしまし

た。

・本件第三者割当による資金調達は、一度に調達予定総額に相当する新株を発行するものではなく、株価の動

向等を踏まえ、本新株予約権付社債の転換や本新株予約権が行使されるため、新株発行の場合と比較して、

当社株式の供給が一時的に行われ、株式需給が急速に変化することにより株価に大きな影響を与える事態を

回避できます。

②　希薄化の抑制

・転換価額及び行使価額は一定の金額で固定されており、下方修正されるものではなく、交付株式数が当初の

予定よりも増加し、更なる希薄化が生じる可能性はありません。
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・本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使は、比較的長期間にわたって徐々に実行される可能性が

あるため、希薄化は、新株式のみを一度に発行する場合と比べて抑制できると考えられます。

・また、上記のとおり、当初の想定以上の希薄化が生じることはなく、逆に、株価の上昇局面においては円滑

な本新株予約権付社債の転換及び本新株予約権の行使が期待され、既存株主の利益に過度な影響が及ばない

形で資金調達が実現できます。

③　資本政策の柔軟性

本新株予約権付社債については、一定の条件下において当社の判断によりその全部又は一部を償還すること

が、本新株予約権については、一定の条件下において当社の判断によりその全部を取得することが可能であ

り、資本政策の柔軟性を確保できます。

④　追加的な資金調達

本新株予約権付社債の発行により、無利息による資金調達を行うと共に、当社の新薬候補品の導入又は保有

企業の買収後の開発の進捗及び資金需要に応じて本新株予約権の行使により段階的・追加的に資金調達を行う

ことができます。

　

＜その他配慮した点及びその対策＞

①　第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

・本新株予約権付社債については、当社は、平成30年４月22日以降、10連続取引日の東京証券取引所における

当社普通株式の終値が本転換社債型新株予約権の転換価額の(i)150％を超過した場合、割当予定先に対し

て、当社と割当予定先との間で締結する本投資契約に定める条項に従い、本新株予約権付社債の発行価額の

総額の４分の１である7.5億円の金額を各本社債の金額で除した数を超えない個数（本転換社債型新株予約権

の10個、新株予約権の目的となる株式3,554,502株分）を上限として、(ⅱ)200％を超過した場合、(i)に従う

本転換社債型新株予約権の行使を含め、本新株予約権付社債の発行価額の総額の２分の１である15億円の金

額を各本社債の金額で除した数を超えない個数（本転換社債型新株予約権の20個、新株予約権の目的となる

株式7,109,004株分）を上限として、何度でも本社債に係る本転換社債型新株予約権の行使を指示することが

可能であり、転換が行われた場合は、将来の償還金額が減少するとともに、負債が削減され、自己資本の強

化が可能になります。

・本新株予約権付社債は、その特性上、当初には本社債の元本部分の払込みが行われ資金調達が実現できます

が、本社債権者が本新株予約権付社債の転換を行わない場合には、当社はトレアキシン®の製品売上による利

益を原資として、本新株予約権付社債の償還を実施する予定です。

②　第39回新株予約権

・新株予約権の特性上、新株予約権者が保有する新株予約権を行使しない場合は、当該新株予約権の行使に係

る払込金額の払込みが行われないため、結果として実際の調達金額が当初想定していた調達金額を下回る可

能性があります。特に、株価が行使価額よりも下落する局面においては本新株予約権の行使が期待し難くな

りますが、本新株予約権は、上記に記載した通り、既存株主保護の観点から一時的な希薄化の抑制と株価へ

の影響の軽減を企図しつつ、事業の進捗に応じて必要な資金調達を行うことを企図して設けられたものであ

ります。

・本新株予約権については、取得条項が付されており、当社は会社法の規定に従って、２週間前に通知又は公

告をした上で、残存する本新株予約権の全部を本新株予約権１個につき払込金額と同額で取得することがで

きます。

なお、当社は、平成26年12月において新株予約権の第三者割当による発行を行っておりますが、株価が行使価

格を上回った期間が短く、現時点において新株予約権10億円分が未行使であり、想定した金額を調達できており

ません。しかしながら、当社にとって、今後の新薬候補品の導入、又は候補品保有企業の買収、さらにその後の

臨床試験の推進へ柔軟に対応し、また、既存パイプラインのさらなる開発促進を実現し、当社の企業価値及び株

式価値の向上に繋げるためには、希薄化に配慮しながら必要な資金の調達を可能な限り確実に実現することが非

常に重要な要素となります。そのため、上記＜他の資金調達方法と比較した場合の特徴＞に記載したとおり、当

社株式の株価・流動性の動向次第で実際の調達金額が当初想定されている金額を下回る可能性があるものの、希

薄化懸念は相対的に抑制され、株価への影響の軽減が期待される資金調達手法として、本新株予約権付社債及び

本新株予約権を組み合わせた手法を選択いたしました。
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(2) 大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役会の判断の内容

本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ最大で14,218,009株、4,472,000株、合計最

大で18,690,009株（議決権の数は186,900個）であり、平成27年12月31日現在の発行済株式総数32,390,923株（総議

決権数323,883個）に対して、合計57.70％（議決権比率57.71％）となります。

本転換社債型新株予約権の行使により新たに発行される予定の当社普通株式数は最大で14,218,009株であり、転

換価額が固定されているため、発行後の交付予定株式数の変動はありません。本新株予約権の行使により新たに発

行される予定の当社普通株式数は最大で4,472,000株であり、本新株予約権については、一定の条件のもと当社の判

断により残存している本新株予約権の全部を取得することが可能となっており、希薄化を抑制できる仕組みになっ

ております。

また、本転換社債型新株予約権及び本新株予約権の行使により発行される株式につき、割当予定先であるウィ

ズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合は、当社の事業遂行、株価動向、市場における取引状況、市場への影

響等に十分に配慮しながら市場等にて売却していく方針であることを口頭で確認しております。また、当社株式の

直近６ヶ月間における１日当たりの平均出来高は715,675株であり、一定の流動性を有しております。一方、本新株

予約権付社債が全て転換され、本転換社債型新株予約権が全て行使された場合の最大交付株式数18,690,009株を本

転換社債型新株予約権の行使期間である３年間（245日／年営業日で計算）にわたって平均的に行使売却が行われる

と仮定した場合の１日当たりの売却数量は25,429株となり、上記１日当たりの出来高の3.55％となるため、株価に

与える影響は限定的かつ、消化可能なものと考えております。

したがって、当社といたしましては、新薬候補品保有企業の買収及び買収後の新薬候補品の開発に係る資金、又

は新薬候補品の権利取得及び権利取得後の新薬候補品の開発に係る資金、並びにSyB P-1501及びSyB C-1101の高リ

スク骨髄異形成症候群（MDS）（アザシチジンとの併用）の開発に係る資金を確保することを目的とする今回の第三

者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の募集の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判

断しており、既存株主への影響についても合理的な範囲であると判断しております。

 
(3) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

本件第三者割当により発行される本新株予約権付社債の目的となる株式数14,218,009株及び本新株予約権の目的

となる株式の総数4,472,000株を合わせた18,690,009株に係る割当議決権数は186,900個となり、当社の総議決権数

323,883個（平成27年12月31日）に占める割合が57.71％となり、割当議決権数が総株主の議決権数の25％以上とな

ることから、「企業内容等の開示に関する内閣府令　第２号様式　記載上の注意（23－６）に規定する大規模な第

三者割当に該当いたします。

当社は、本件第三者割当の調達資金について、株式の発行と異なり、直ちに株式の希薄化をもたらすものではな

いこと、また現在の当社の財務状況及び迅速に本件第三者割当による資金調達を実施する必要があることに鑑みる

と、本件第三者割当に係る株主総会決議による株主の意思確認の手続を経る場合には、臨時株主総会決議を経るま

でにおよそ２か月程度の日数を要すること、また、臨時株主総会の開催に伴う費用についても、相応のコストを伴

うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本件第三者割当の必要性及

び相当性に関する意見を入手することといたしました。

このため、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である加本亘弁護士（ホー

ガン・ロヴェルズ法律事務所）、当社の社外取締役である江端貴子氏（平成28年３月30日開催の当社第11期定時株

主総会にて任期満了により退任）と社外監査役である増田猛氏、及び当社の社外監査役でありかつ、株式会社東京

証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である島崎主税公認会計士の４名によって

構成される第三者委員会（以下、「本第三者委員会」）を設置し、本件第三者割当の必要性及び相当性に関する客

観的な意見を求め、以下の内容の意見書を平成28年３月28日付で入手しております。なお、本第三者委員会の意見

の概要は以下の通りです。

意見の結論

本件第三者割当の必要性及び相当性について問題はない。
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結論に至った理由

・当社のビジネスモデルは事業戦略上新薬候補品の確保が不可欠であり、そのための候補品保有企業の買収又

は新薬候補品の権利取得及びその後の研究開発、並びに既存の開発品の研究開発のための資金が必要であ

り、資金調達の必要性がある。

・他の資金調達手段である銀行借入、新株発行（公募又は第三者割当）、新株予約権発行のみによる手段と比

較して、本新株予約権付社債と新株予約権の組み合わせによる調達に不合理な点は見いだせない。

・割当予定先について、十分な投資実績があり、割当予定先への出資者も含め第三者機関による調査が行われ

ていること。

・発行価格の適正性に関し、実績のある第三者機関が本有価証券の公正価値評価を行っており、そのプロセス

や評価結果に不合理な点は見いだせない。

・本件第三者割当により大きな希薄化が生じるものの、調達した資金が新薬候補品保有企業の買収又は新薬候

補品の権利取得に充当されることで、当社の企業価値向上に繋がり希薄化を上回る効果があると思われる。

上記意見書を参考に討議・検討した結果、当社は、平成28年４月６日開催の取締役会において、本件第三者割当

を行うことを決議いたしました。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第11期（自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日）　平成28年３月31日関東財務局長に提出

 

２ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成28年４月６日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規程に基づく臨時報告書を平成28年３月31日

に関東財務局長に提出。

 

第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

出日以後本有価証券届出書提出日（平成28年４月６日）までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書の記載に含まれる将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必

要はないと判断しております。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

シンバイオ製薬株式会社　本店

（東京都港区虎ノ門三丁目２番２号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 
該当事項はありません。
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